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保����

こども���

�しくは、下�へお問い�わせください。

【�助�件と�助����】

令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇までに��った
�の�⽤が��となります。

 時�・省エネ�電購��⽤

   (洗��燥�、冷��、��洗い�燥�等)

    �内の��で購�した時��電および省エネ�電の
 購��⽤で、消��、�料・配�料、��⼯事�を

�む。

   ただし、�の�⽤は�助���となります。
 ・�電リサイクル�⽤や処��⽤

 ・付属品等購�� 

 ・中古品

２．� 査

書��査を⾏います。�査にお時間がかかる場�や、�

査の�果、ご希�に�えない場�もございますのでご了

�ください。

【�】

【�】５．�    付
��金�の�助金をお��いします。
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  令和５年３⽉１⽇��に��した���帯の�へ、時��電および省エネ�電の購���の⼀�を�助します。

【⼿�きの流れ】

�下の書�を提�します。

・�助金�付申�書（指�）

・夫�双�または⼀�の��票の�し

・夫�の��のある戸籍��（戸籍��事項��書）また

は����書等の��の⽇が��できる書�

・夫�の�得��書

（夫�の双�または⼀�が離�し、申�⽇において��の

場�にあっては、離�票またはこれに代わるものの�し）

・夫�の��等����書

・奨�金���が�かる書�の�し

（奨�金を��している場�）

・必�な書�

  領�書

  ��事業者が発⾏した保�書

  �件を�たす�品であることを��する�品カタログ

  配�、���の��

１．申 � 【申�者】

書��査の�果、�助金の�付可否を�知します。

【�】３．�付決�

�)�助金�付�件に��した場�や、偽りその他不正の⼿�により�助金の�付を受けたときは、�付決�の��または⼀�を�り消す場�があります。
その場�、すでに�助金が�付されているときは��を�めます。

４．�    �
��書（指�）を提�します。

【申�者】

【�助���帯】

�下の�件に�当する必�があります。

①令和５年３⽉１⽇から令和６年３⽉31⽇の間に
��した夫�で、��⽇における年�が夫�とも

に２９歳�下であり、�帯の�得が６６０万円未

�である

②申�があった⽇において、夫�の双�または⼀�が

�内に��し、����している

③⽣活保�等の�的扶助を受けていない

④夫�いずれも��等の��がない

⑤賃貸�への�賃を��していない

⑥夫�いずれも暴⼒団員等ではない

⑦��にこの��に基づく�助を受けていない

 ※���帯の�得（奨�金を��している場�は、�
得から奨�金年間���を�いた�）を��の�得�

�書で��します。��を�に離�し、申�時におい

て��の場�は�得�しとします。

【�助�度�】

２０ 万円 １�帯あたり



（別紙）時短・省エネ家電について　

①時短家電
　 家事負担を軽減する以下の製品

    ・洗濯乾燥機、洗濯機
    ・掃除機
    ・食器洗い乾燥機
    ・調理家電
     オーブンレンジ（トースター） 、炊飯器、
     自動調理器（電気圧力鍋、電動ポットなど） 、  
     フードプロセッサー　など

②省エネ家電
　 統一省エネラベル２つ星以上の以下の製品（資
 源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」に掲 
 載された製品に限ります。）

   ・電気冷蔵庫（冷凍庫含む）
   ・エアコン（新基準（目標年度2027）での評価点
   とする）
   ・照明器具
   ・温水機器　　　　　　など


